
R(K,S,X,0,5)

R(K,S,X,0,7)

R(K,S,X,0,9)

R(K,S,X,0,10)

F(K,S,X,XX,1,」 )

F(K,S,X,XX,3,」 )

F(K,S,X,0,5,J)

11(K,S,X,0,7,」 )

11(K,S,X,0,9,J)

「 (K,S,X,0,10,J)

基礎 率

RS(S,X,1)

RS(S,X,2)

YX(S,X)

Q(K,S,X,1)

Q(K,S,X,2)

CL(S,1)

Cl」 (S,2)

CHT(K,X)

RV(K,X)

給付 乗 率・ 11価等

PRO(K,X)

PROS(K,X)

FLl(K)

K年度末における満 X歳 の受給者数 (1日 法老齢

年金・退職 )

K年度末における満 X歳の受給者数 (旧 法通算

老齢年金 。退職 )

K年度末における満 X歳の受給者数 (新法障害

年金 )

K年度末における満 X歳 の受給者数 (1口 法障害

年金 )

K年度末における満 X歳 、繰 上年数 XX年の受給者

の年金額 (新法老齢年金・老齢相当・退職 )

K年度末における満 X歳 、繰上年数 XX年の受給者

の午金額 (新法老齢年金・通老相 当・退職 )

K年度末における満 X歳の受給者の年金額 (1目

法老齢年金・退職 )

K年度末における満 X歳 の受給者の年金額 (旧

法通算老齢年金・退職 )

K年度末における満 X歳 の受給者の年金額 (新

法障害午金 )

K年度末における満 X歳 の受給者の年金額 (旧

法障害年金 )

有遺族率 (障害年金受給者以外 )

有遺族率 (障害年企受給者 )

死 亡者 と新規裁定者の年齢相関

年金失権率 (老齢年金 )

年金失権率 (障害年金 )

障害厚生年金の等級割合 (1級 )

(2級 )

K年度末に満 X歳 となる者の K年度の報 llllに 係 る

再評価率
・

(単年の)年金改定率

給付乗率 (平成 14年度以前の期間に係 る分 )

給付乗率 (平成 15年度以降の期間に係 る分 )

基礎午金単価
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ADT(K,2)   :子 に対す る基礎年金の加算額

(第 1子及び第 2子、1人 あた り)

WIF(K)    :中 高齢寡婦加算額

WIFE(K,V)   :経過的寡婦加算額

TMRV(K,X,V)  :死 亡者 と新規裁定者の新規裁定年金水準差

とす る (な お、TMRV(K,X,V)は 、遺族年金の水準において、新規裁定者の

年金水準 と死亡者の年金水準 との差を調整するものである。)。 遺族年金の

新規裁定年金の推計においては、対象 となる給付の種類 」は

」=1 :報 lllll比例部分

14 :基礎年金給付費

21 :基礎年金の子に対する加算額

7 :中 高齢寡婦加算額

8 :経過的寡婦加算額

であり、当年度の Yl(K,S,X,T)、 Z(K,S,X,T,0)、 W(K,S,X,T,*)、 YE(K,S,X,T)

及 び WE(K,S,X,T,*)並 び に 前 年 度 の R(K-1,S,X-1,XX,I)及 び

F(K-1,S,X-1,XX,I,J)か ら RN(K,S,V,0,11)及 び「 N(K,S,V,0,H,」 )を 推計す

る。

遺族年金は、X歳の被保険者、受給待期者または受給者が死 亡 した場合

に、YX(S,X)歳 の受給者 を新規裁定することとしているが、YX(S,X)は 4姿数

値以外 もとることとしているため、

(た だ し、 [*]は *の整数部分 )

として、V歳 に (1-α )、 V+l歳 に αの比率で振 り分けて発 41さ せている。

なお、受給待月]者 か らの遺族年金については、公的年金の加人力]間 等が

通算 して 25年以 上あるとき等に支給 され るものであるが、老齢年金の新

規裁定年金の推計 と同様に 25年の受給資格要件の判定を行わないllf計 と

している。

は じめに、新規裁定者数 について

RN(K,S,V+1,0,11)=α *

(Σ Yl(K,S,X,T)*RS(S,X,1)
T

+Σ YE(K,S,X,T)*RS(S,X,1)
T

+Σ R(K二 1,S,X-1,XX,1)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)
ヽヽ
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+R(K_1, S, X-1,0, 5)XQ(K, S, X, 1)XRS (S, X, 1)

*zR(K-1,S,X-1,XX, g)xQ(t<, s, X, 1)*RS(S, X, 1)
XX

+R(K-1, S, X-l,0, 7)*g(K, S, X, 1)xRS (S, X, 1)

+ (R (K-1, s, x-1, o, 9) +R (K-1, s, x-1, 1o) )

*Q (K, S, X, 2) xits (S, X, 2) * (Cl, (S, 1) +CL (S, 2) ) )

RN(K, s, v, o, t1)=(1- a ) x

(Σ Yl(K,S,X,T)*RS(S,X,1)
T

+Σ YE(K,S,X,T)*RS(S,X,1)
T

+Σ R(K-1,S,X-1,XX,1)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)
XX

+R(K-1,S,X-1,0,5)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)

+Σ R(K-1,S,X-1,XX,3)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)
XX

+R(K-1,S,X-1,0,7)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)

+(R(K-1,S,X-1,0,9)+R(K-1,S,X… 1,10))

*Q(K,S,X,2)*RS(S,X,2)*(CI,(S,1)十 Ci.(S,2)))

と推 計 して い る。

次に、新規裁定年金額 (総額)を 次の とお り推言1^す る。 まず、報酬比例

部分については、

印 に H,Q同 二α*:*

(Σ Yl α,S,X,T)*RS(S,X,1)
T

捕傾需 副に出 の

十
瑞

螂 ,岬 ,0-:埒ⅨL乱 ム脚 猟L助 )

25
*

面島狙雛①―シ
'

PRO(K,X)*W(K,S,X,T,0)

ぜЮまL瞑 KL驚 L■ D―
:組

吼 驚刹 {Ⅲ 同 D
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+Σ YE(K,S,X,T)*RS(S,X,1)
T

* (PRO (t<, x) *WE (K, S, X, T, 0) +PROS (K, X) xWE (K, S, X, T, 1) )

*IF(K-1,s,x-1,xx, 1, 1)xq(K, s, x, 1)*RS(s, x, 1)
\X

'h ( t +RV (t(, x) ) *TMRV (K, x, v+1)

+F(K_1, S, X-1,0,5, 1)*Q(K, S, X, 1)*RS(S, X, 1)

* (1+RV (K, x) ) *ruRv (K, x, v+1)

+ f t; (K - l,s,x -1,xX, 3, i) *q (K, s, X, 1),rlts (s, x, 1)
IX

*(I+RV(K, X))*TMRV(K, X, V+1)

+F (K-1, S, X-l ,0,7,1) xQ (K, S, X, 1) xRS (S, X, 1)

* ( I +RV (K, X) ) *TMRV (K, X, V+ 1 )

+F(K-1, S, X-1,0,9, l)*Q(K, S, X,2)*RS(S, X,2)

CL (S, t ) + Ct. (S, 2)>k -' *(t+RV(K, X))*.f[4tiv(K, x, v+1)
Cll. (S, t ) x t. 25 + Cl, (S, 2)

+F'(l(-1, S, X-1,0, 10, l)*Q(x, s, x,2)*RS(s, x,2)

,_ cL (S, 1) + Ct. (S, 2) *7 . 12511000 *25
ct_ (s, 1) * 1. 25 + CI_ (S, 2) 9. 5/1000 20

*(l+RV(K, X))*'t'MliV(K, X, V+1) )

FN(K, S, V,0, 11, 1)=(1-cr;*9*
4

(fvt (K,s,x,t')*RS (s, x, 1)
T

捕a帯却臨 U,①

+瑞 <KttLD一
;釧 鶏跳 脚 Ⅸ LЮ D

rnin (25,2(K,S,X,T, 0)- l) '

2

PRo (K, X) *W (K, S, X, T, o)

+PIIOS (K, X) * (W (K, S, X, T, 
" 

-;*BB (K, S, X, ]') *CI-IT (K, X) ) )

25
*
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+Σ YE(K,S,X,T)来 RS(S,X,1)
T

*(PRO(K,X)*WE(K,S,X,T,0)+PROS(K,X)*WE(K,S,X,T,1))

+Σ F(K-1,S,X-1,XX,1,1)*Qは ,s,X,1)*RS(S,X,1)
XX

*(1+RV(K,X))*TMRV(K,X,V)

+F(K-1,S,X-1,0,5,1)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)

*(1+RV(K,X))*TMRV(K,X,V)

+Σ F(K二 1,S,X-1,XX,3,1)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)
Xヽ

*(1+RV(K,X))*TMRV(K,X,V)

十F(K-1,S,X-1,0,7,1)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)

*(1+RV(K,X))*TMRV(K,X,V)

+I↑ (K-1,S,X-1,0,9,1)*Q(K,S,X,2)*RS(S,X,2)

*     *0■ K吼 Ю>側則は 0
CI″ (S,1)*1.25+CIノ (S,2)

+「 (K-1,S,X-1,0,10,1)*Q(K,S,X,2)*RS(S,X,2)

* CL(S,1)+CL(S,2)*7.125μ 000*生
CL(S,1)*1.25+CL(S,2) 9.71000 20

*(1+RV(K,X))*TMRV(K,X,V)                     )

と推 計 してい る。

柿 ヽ  
…

は 翻 鯖 珊 が

…

%

年)に満 たない者 につ いては、300月 とみ なす ことに よる ものである。

ま た 、 旧法 障 害 年 金 受 給 者 が 死 亡 した と き に裁 定 され る年 金 額 に

弥 颯
裸 じるは 略 障害鯰 叶 金額 の算趨 こあたっ魚

午金給付乗率が異なつていること及び被保険者期間が 240月 (20年 )に満

たない者については 240月 とみなしていることについて調整するZ、要があ

ることによるものである。

厚生年金の被保険者期l間 に係る遺族基礎年金の給付費については、
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FN (K, S, V+1, 0, 1 1, 14)

= 0 *FL1 (K) *

(f vt (K,s,x,T)*RS (S, X, 1)
I

+IR (K -1,s,x -1,xx, l) xQ (t<, s, x, 1) *Rs (s, x, t)
x\

+ll (K-1, s, x-1, 0, 5) *Q (K, S, X, 1) *RS (S, X, 1) )

FN(K, s, v, o, 11, l4)

=(1-a)*plt(K)x
( | vt (K,s,x,T) xRS (S, X, 1 )

T

+Σ R(K-1,S,X-1,XX,1)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)
Xヽ

+R(K-1,S,X-1,0,5)*Q(K,S,X,1)*ltS(S,X,1) )

と推 計 し、子 に対す る力|1算 額 につ いて は、

FN(K,S,V+1,0,11,21)

=α *ADT(K,2)*

( )vt (K,s,x,T) *RS (s, x, I )
T

+f R(K-l,S,X-l,XX, 1)*Q(K, S, X, I)*lls(S, X, l)
\\

+R(K-1, S, X-l,0,5)*Q(K, S, X, 1)*RS(S, X, 1) )

l.'N (K, S, V, 0, 1 1, 21)

= ( 1- c, ) *AD'f (K, 2) *

(Σ Yl(K,S,X,T)*RS(S,X,1)
「

+Σ R(K-1,S,Xl,XX,1)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)
XX

+R(K-1,S,X-1,0,5)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)  )

と推計 してい る (有 子害1合 に よる調整 は後述。)。

中高齢 寡婦加算額 については、

FN(K,S,V+1,0,11,7)

=α *WIF(K)*

(Σ Yl(K,S,X,T)*RS(S,X,1)+Σ YE(K,S,X,T)*RS(S,X,1)
T                      T
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*IR(K-1,s,x-1,xx, t)*Q(t<, s, x, 1)*RS(S, X, 1)

+R (K-1, S, X-l, 0, 5) xq (K, S, X, 1) *RS (S, X, 1)

+ (lt (K-1, s, x-1, 0, 9) +q i6-1, s, x-1, 0, 10) )

*Q (K, s, X, z) *RS (s, X,2)* (cL (s, 1) +cL (s, z) ) )

FN (K, S, V, o, rr,7)
=(1-o){.\{IF(K)*

(Σ Y]は,S,X,T)*RS(S,X,1)+Σ YE(K,S,X,T)*RS(S,X,1)
T                      T

十
Σ

Rα -1,S,X-1,XX,1)*Qは ,S,X,1)*RS(S,X,1)
ヽヽ

キR(K-1,S,X-1,0,5)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)

+(R(K-1,S,X-1,0,9)+R(K-1,S,X-1,0,10))

*Q(K,S,X,2)*RS(S,X,2)*(CL(S,1)十 CL(S,2)      )

と推 計 し、経過 的寡 婦加 算額 につ いて は、

FN(K,S,V+1,0,11,8)

=α *WiFE(K,V+1)*

( f vt (K,s,x,T) *RS (s, x, 1) + f yE (K,s,x,T) *RS (S, X, 1)
TT

+)R(K-l,s,x-1,xx, l)*Q(K, s, x, l)*lts(s, x, l)
xx

+R(K_I, S, X-l,0,5)*Q(K, S, X, ])*IIS (S, X, 1)

+(R(K*1, s, x-1,0,9)+R(K-1, s, X-1,0, l0))
xQ (K, S, X, 2) *RS (S, X, 2) x (CL (S, I ) +CL (S, 2) ) )

FN (l(, S, V, 0, i 1, 8)

= (1- a ) *WIliE (K, V)x

(Σ Yl(K,S,X,T)*RS(S,X,1)+Σ YE(K,S,X,T)*RS(S,X,1)
T                      T

+Σ Rは -1,S,X-1,XX,1)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)
Xヽ

+R(K-1,S,X-1,0,5)*Q(K,S,X,1)*RS(S,X,1)

+(R(K-1,S,X-1,0,9)十 R(K-1,S,X-1,0,10))

*Q(K,S,X,2)*RS(S,X,2)*(CL(S,1)+CL(S,2))     )

と推 計 して い る。
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(4)受給者 。年金額の推計

(3)で 当年度中の新規裁定年金 の推計を行つたが、これ と前年度末の受給

者 の状況 とか ら当年度末の受給者 の状況を推計す る。

ここで、K:年度、S:被保険者種別、X:年齢、XX:繰上年数 (新法老齢

年金に限る。)、 I:年金種別、」:給付の種類 として、

変 数

R(K,S,X,XX,I)

RN(K,S,X,XX,I)

F(K,S,X,XX,I,J)

FN(K,S,X,XX,I,」 )

TO(K,S,X,I)

TK(K,S,X, I,」 )

T(K,S,X,I,」 )

基礎 率

Q(K,S,X,1)

Q(K,S,X,2)

Q(K,S,X,3)

RC(S,X)

KD(K,S,1,1,X)

KD(K,S,1,2,X)

KD(K,S,1,3,X)

KD(K,S,2,1,X)

KD(K,S,2,2,X)

KD(K,S,2,3,X)

KD(K,S,3,2,X)

KD(K,S,3,3,X)

SIK(K,S,X,1)

K年度末における満 X歳、繰上年数 XX年 の受給者数

K年度末に満 X歳 であ り、繰上年数が XX年 である

K年度中の新規裁定者数

K年度末における満 X歳 、繰上年数 XX年の受給者の

年金額 (総額 )

K年度末に満 X歳 であ り、繰 二年数が XX年 である

K年度中の力i規裁定者の新規裁定年金額 (総額 )

K旬三度末における満 X歳 の受給者数

(繰上旬i数 計 )

Kイ
「

度末における満 X歳 の受給者数の年企額 (総

額・繰上年数計 。在職老齢年金の支給停 IL調整前 )

K年度末における満 X歳 の受給者数の年金額 (総

額 。繰上年数計 。在職老齢年金の支給停 止調整後 )

年金失確率 (老齢41企 )

年金失権率 (障害年金 )

年金失権率 (遺族年金 )

有子害J合

力‖給年金額対象者割合 (配偶者・老齢年金 )

ブ〕旧給年金額対象者害1合 (第 1子及び第 2子・老齢

年金 )

力‖給年金額対象者割合 (第 3子 以降・老齢年金 )

加給 1■金額対象者割合 (配偶者・障害年金 )

加給年金額対象者害1合 (第 1子 及び第 2子・障害

年金 )

力Π給年金額対象者害1合 (第 3子以降・障害年金 )

加給年金額対象者害1合 (第 1子及び第 2子 。遺族

年金 )

加給年金額対象者害J合 (第 3子 以降・遺族年金 )

在職老齢年金額支給害1合 (老齢相 当)
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とする (こ こでは、基礎年金の子に対す る加算対象者害J合 についても、加給

午金額対象者割合 とよぶ。)。

年金失権率については、年金種別別に設定 してお り、以下では

(1=1～ 8)

(1=9,10)

(1=H～ ]3)

とする。なお、年金失権率については、将来推計人 口における将来の死 亡率

改善を織 り込んでお り、これ と同程度の改善を年度 ごとに性、年齢別に行つ

ている。

まず、S:被保険者種別、X:イ1三 齢、XX:

の種類 ごとに

R(K,S,X,XX,I)=R(K-1,S,X-1,XX,I)*TMQ(K,S,X,1)+RN(K,S,X,XX,I)

F(K,S,X,XX,I,J)

=F(K-1,S,X-1,XX,I,J)*TMQ(K,S,X,1)*(1+ltV(K,X))

+FN(K,S,X,XX,1,」
)

と当年度中の失 1権者 の控除及び新規裁定分の川1算 を行 う。なお、先にも述ベ

た とお り、新規裁定年金については、新法老齢旬i金 、新法障害年全及び新法

遺族年金についてのみ発生す ることとしている。

次に、先に も述べた とお り、加給年金額、基礎年金の振替カロ算額等につい

ては、全ての者 に対 して計上 しているところであ り、 ここで、対象者害1合 、

有子割合等を乗 じている。

また、繰 上午数別に推計 している新法老齢年金については繰上減額処理を

行い合算す るとともに、障害年金については障害 3級 の報酬比例部分の計算

額 と最低保障年金額 とを比較 し差額分 を最低保障 に Z、 要な額 として計算 し

ている。

SIK(K,S,X,2)

RV(K,X)

給 付乗 率・ 単価等

RIG(XX,X)

ADT(K,2)

ADT(K,3)

TO(K,S,X,I)=Σ R(K,S,X,XX,1)
XX

在職老齢年金額支給害1合 (通 老相 当)

(単年の)年金改定率

繰上支給率 (=1-繰上減額率 )

加給年金額 (第 1子及び第 2子、 1人 あた り)

加給年金額 (第 3子以降、 1人あた り)
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TK(K,S,X,I,1)=Σ F(K,S,X,XX,I,1)*RIG(XX,X)
XX

(I=1～ 4、 報 lllll比 例部分 )

TK(K,S,X,I,2)=Σ F(K,S,X,XX,I,2)*RIG(XX,X)
Xヽ

(I=1～ 4、 定額部分 )

TKは,S,x,I,10=Σ F(K,S,X,XX,1,14)*RIG(XX,X)
・                    XX

(I=1～ 4、 基礎 年金 部分 )

TK(K,S,X,1,14)=F(K,S,X,0,I,14)*RC(S,X)

(I=11,12、 基礎 年金部分 )

TK(K,S,X,1,7)=ド (K,S,X,0,1,7)*(1-RC(S,X))

(1=ll,12、 中高齢 寡婦加算額 )

TK(K,S,X, 1,8)=F(K,S,X,0,I,8)*(1-IRC(S,X))

(I=11,12、 経過 的 寡 婦りЛI算 額 )

TK(K,S,X,1,4)=Σ F(K,S,X,XX,1,4)*KD(K,S,1,1,X)
Xヽ

(1=1～ 8、 ノЛI給年金額 (配偶者))

TK(K,S,X,I,5)

=p_脚 ,シ 0に出 かⅨい 甲*鵬 )

ヽヽ

(1=1～ 8、 加 給年金 額 (子 ))

TK(K,S,X,1,6)=Σ F(K,S,X,XX,l,6)*KD(K,S,1,1,X)
Xヽ

(I=1～ 8、 基礎年金 の振替加 算額 )

′
「K(K,S,X,1,23)=Σ F(K,S,X,XX,I,23)*KD(K,S,1,1,X)

ヽヽ

(I=1～ 8、 配偶者 に対す る加給年金額 の特別力n算額 )

TK(Iく ,S,X,1,4)=F(K,S,X,0,1,4)*KD(K,S,2,1,X)

(1=9,10、 加給年金額 (配偶者 ))

TK(K,S,X,1,6)=F(K,S,X,0,I,6)*KD(K,S,2,1,X)

(I=9,10、 基礎年金 の振替加算額 )

TK(K,S,X, 1,12)=max(F(K,S,X,0,I,12)一 F(K,S,X,0,I,10),0)

(I=9、 障害 3級 の最低年金額 を保 障す るのに必要な額 )
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fに呻コ <ЮにVか騨い,論*器 )

(I=9,10、 子 に対す る基礎年金 の加算額 )

TK(K,S,X,1,21)

郵 ,V")的 に 叫 刺 叫 刷 *器 )

(I=H～ 13、 子 に対
・
す る基礎 年金 の加算額 )

TK(K,S,X,I,J)=Σ F(K,S,X,XX,1,」 )

Xヽ

(上記以外、XXについて和をとるのは新法老齢年金に限る。)

さらに、60歳 か ら69歳 までの被保険者及び 70歳 以 上の被用者については、

報101等 に応 じて年金額の支給停 止が行われ るため、ここで年金額支給害1合 を

乗 じることによ り、支給停 LL後 の年金額 を推計 しているもなお、70歳 以上の

被用者の支給停 止は、平成 19年度以降 70歳に到達す る者か ら適用 されるた

め、これ らの者 についてのみ支給害1合 を乗 じて推計 している。

T(K,S,X,2,」 )=TK(K,S,X,2,J)*SIK(K,S,X,1)

(支 給停止調整後の在職老齢年金 (老齢相 当、基礎 1■金給付費を除く))
T(K,S,X,4,」 )=TK(K,S,X,4,J)*SIK(K,S,X,2)

(支給停 lL調整後の在職老齢イli金 (通老相当、基礎年金給付費を除 く))
T(K,S,X,1,」 )=TK(K,S,X,I,J)              (L記 以外 )

この推計を行 うことによ り、受給者数及び年金額の年度末の推計値が確定

す ることとなる。

(5)年度間値の推計

(4)ま でで被保険者、受給者について年度末値の推計が終 了したことに

なる。 これ をもとに、各年度における収支の状況を作成するには、これから

・ 年度間値を推計する必要があるため、以下ではこの推計方法を述べ る。

なお、年金額 の年度問値 の推計については、(4)ま での年度末値の推計

結果をもとに、給付水準調整期間の推計に係 るスキームにおいて、給付水準

調整害1合及び支払時期を考慮 し推計 している (4を参照 )。

K:年度、S:被保険者種別、X:年齢、1:年金種別、J:給付の種類 とし

て 、

変数

G(K,S,X,T) :K年度末における満 X歳 、被保険者期]問 T年の被保険者

数
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A(K,S)

BB(K,S,X,T)

AP(K,S)

TO(K,S,X,I)

DO(K,S,X,I)

とする。

年度問値については前年度末の状況 と当旬i度 末の状況 とか ら、具体的には

G(K-1, S, X-1,'f-1) & CI G(K, S, X, T) /. I A(K, S) A . G(K-1, S, X-1,'f-1) .

BB(K-1,S,X-1,T-1)、 G(K,S,X,T)及 び BB(K,S,X,T)か ら AP(K,S)を 、

TO(K-1,S,X-1,I)及 び TO(K,S,X,1)か ら DO(K,S,X,1)を 推 計す ることとな る。

K年度における被保険者数 (年齢、被保険者期間計 )

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の被保険者

1人 当た りの報 llllll年 額

K年度における被保険者の報ulI年 額総額 (年齢、被保険者期

間言十)

K年度末における満 X歳 の受給者数

K年度における K年度末に満 X歳 である受給者数

嵐い =不 (:岬∝卜聯ザ→+;*ン 驚ヽヽつ)

と推計 してい る。

次に、保険料 1又 人 の基礎 とな る報 lllll年 額 については、保険料の微収時期 を

考慮に入れ (1か月分 )、

AP(K,S)=澪 (3*(平 G(K-1,S,X-1,T-1)*BB紅 1,S,X-1,T-1))

十
烏

*(平 G(K,S,X,つ *BB(K,S,X)′「)))

と推計 している。

また、受給者数 については、

関 に ヽD=:細 い がメ」』
・

はヽ跳 D)

と推計 している。
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2.国民年金における推計方法

国民年金の財政計算のスキームの概要は厚生年金 と同様であ り、財政計算を行

うに当たつては、前年度までの推計値 (初期値は基礎数 として投入す る)を もと

に、 このスキームによつて当年度の推計値 を漸次推計 してお り、計算式は漸化式

で与え られ ることとなる。

(1)被保険者の加入 。脱退の推計

各年度 における性

計 されている。

ここでは、この結

率 として設定 した脱

ここで、K:年度、

変 数

L(K,S,X)

G(K,S,X,T)

GZ(K,S,X,T)

GE(K,S,X,T)

GI]Z(K,S,X,T)

GNN(K,S,X)

Y(K,S,X,T)

YO(K,S,X,T)

Yl(K,S,X,T)

。年齢別の被保険者数は、彼保険者推計において別途推

果 と一致す るよ うな被保険者の加入・脱退の状況を基礎

退力をもとに推計することとなる。

S:被保険者種別、X:年齢、T:被保険者期間 とし、

被保険者数推計における K年度末に満 X歳 である被保

険者数

K年度末における満 X歳、被保険者期間 T年の被保険者

数

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の被保険者

であって、 (K-1)イ 1三 度末から引き続 き被保険者である者

(残存被保険者者)の数

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年の受給待期

者数

K年度末における満 X歳 、被保険者期間 T年 の受給待期

者であって、(K-1)年 度末か ら引き続 き受給待期者であ

る者の数

K年度 中の新規加入者であって、K年度末に満 X歳であ

る者の数

K年度中の脱退者であって、K年度末に満 X歳 、被保険

者期]問 T年である者の数

K年度中の生存脱退者であって、K年度末に満 X歳、被

保険者期1問 T年 である者の数

(K-1)年度末に満 (X-1)歳 、被保険者期間 (Tl)年の被保

険者であった者の うち、K年度中に死 亡脱退 した者の数
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基礎 率

U(K,S,X)  :X歳 の被保険者 の総脱退力

Ul(K,S,X)  :X歳 の被保険者の死亡脱退力

Q(K,S,X)  :(K-1)年 度末 に (X-1)歳 であ る受給待期者 の K年度 中に

お ける死亡率

とす る。

彼 保 険 者 の 加 入 。脱 退 の 推 計 に お い て は 、 (K-1)年 度 に お け る

G(K-1,S,XTl,卜 1)及 び GE(Kl,S,X-1,T-1)か ら K年 度 の G(K,S,X,T)及 び

GE(K,S,X,T)を 推計す る。 まず (前年か ら引 き続 き加入 。待期す る者 を

GZ(K,S,X,T)=G(K-1,S,X-1,T-1)*exp(― U(K,S,X))                 (T〉 0)

GZ(K,S,X,0)=0

GEZ(K,S,X,T)=GE(K-1,S,X-1,T)*(1-Q(K,S,X))

として推 言
―
卜す る。

次 に、残 存被保険者 GZに ついて被保険者期間 Tに 関 して和 を と り、Lと 比

較す るこ とに よ り、K年度の新規加入者数 を推計す る (再加入者 はお らず、

すべて新規加 入す る もの として推 計 してい る )。 す なわち、  .    ′

GNN(K,S,X)=L(K,S,X)一 Σ GZ(K,S,X,T)
T

とす る。 これ らか ら、K旬三度 末の被保 険者 数 を、

G(K,S,X,T)=GZ(K,S,X,T)                                      (′「〉o)

G(K,S,X,0)=GNN(K,S,X)

として推 計 す る。 また 、脱 退者 等 を、

Y(K,S,X,T)=G(K-1,S,X-1,T-1)一 GZ(K,S,X,T)                      (T〉 0)

Y(K,S,X,0)=0

Yl(K,S,X,T)

=(G(K-1,S,X-1,T-1)+GZ(K,S,X,T))/2*Ul(K,S,X)               (T〉 0)

Yl(K,S,X,0)=0

YO(K,S,X,T)=Y(K,S,X,T)一Yl(K,S,X,T)

GE(K,S,X,T)=GEZ(K,S,X,T)+YO(K,S,X,T)

と推 計 して い る。なお 、受給待期者 が老齢 基 礎年金 の受 給年 齢 に達 した後 は、

(3)に お い て GEを も とに新 規裁 定者 の推 計 を行 うが 、その者 は受給待期

者 では無 くな るた め 、老齢基礎 年金新規裁 定者 の推 計 を行 つた後 に、受給待

期者 か ら新 規 老齢 基 礎年 金受給 権者 を控 除す る処 理 を行 ってい る。
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(2)被保険者期間及び保険料納付期間・免除期間等の推計

次に、年金給付を算定する際の基礎となる各年度末における被保険者期間

等を推計する。

ここで、K:年度、S:被保険者種別、X:年齢、T:被保険者月]間 、M:保

険料免除区分、F:国庫負担割合 1/2引 き上げ前・後別とし、

変 数

N_Z(K,S,X,T,0,0)

N_Z(K,S,X,T,1,0)

N_Z(K,S,X,T,2+M,F):

N_ZE(K,S,X,T,0,0)

N_ZE(K,S,X,T,1,0)

N_ZE(K,S,X,T,2+M,F)

N_Yl(K,S,X,T,0,0)

N_Yl(K,S,X,T,1,0)

N_Yl(K,s,X,T,2+M,F)

基礎 率

NJ(K,S,X,0)

N」 (K,S,X,1+M)

G(K,S,X,T)に 係 る平均被保険者期 Fn5年数

G(K,S,X,T)に 係 る平均保険料金額納付期間年数

G(K,S,x,T)に 係 る平均保険料免除期]間 年数

GE(K,S,X,1｀ )に係 る平均被保険者期]間 年数

GE(K,S,X,′「)に係 る平均保険料金額納付期間年数

:GE(K,S,X,T)に 係る平均保険料免除期間年数

Yl(K,S,X,T)に 係 る平均被保険者期]問 年数

Yl(K,S,X,T)に 係 る平均保険料金額納付期間年数

:Yl(K,S,X,T)に 係 る平均保険料免除期間年数

G(K,S,X,′「)の うち保険料金額納付者の害J合

G(K,S,X,′「)の うち保険料免除者の割合

とする。なお、保険料免除区分は

M=0:保 険料金額免除

=1:保 険料 4分 の 3免除

=2:保 険料 2分 の 1免 除

=3:保 険料 4分 の 1免除

とし、 また、国庫負担害1合 は

F=0:国 庫負担割合 1/2引 き Lげ前期間 (2008年 度以前期間 )

=1:国庫負担割合 1/2引 き Lげ後期間 (2009年 度以降期間 )

としている。

被保険者刃]間 等の推計では、N_Z(K-1,S,X-1,卜 1,*,*)か ら GNN(K,S,X)と

G(K,S,X,T)を 元 に N_Z(K,S,X,T,*,*)を 、 N ZE(Kl,S,X-1,T,*,*)か ら

N_ZE(K,S,X,T,*,*)を 推言1づ
~る

。

まず、被保 険者期間 については、

N_Z(K,S,X,T,0,0)=N_Z(K-1,S,X-1,T-1,0,0)+1                  (T〉 o)

N_Z(K,S,X,0,0,0)=1/2

と してい る。
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また、保 険 料 全額 納 付刃]間 は、

N_Z(K,S,X,T,1,0)

=N_Z(K-1,S,X-1,T-1,1,0)+N」 (K,S,X,0)                       (T〉 o)

N_Z(K,S,X,0,1,0)=1/2*N」 (K,S,X,0)

と推 計 してい る。免 除期 間 につ い ては国庫負 担害1合 の 1/2へ の 引 き上 げ前

後 の期 間 で年 金 額 が 異 な るこ とか ら、 引 き上 げ前 後 の刃]間 に分 けて推 計 して

お り、 K≧ 2009にお い て は、

N_Z(K,S,X,T,2+M,0)

=N_Z(K-1,S,X-1,T-1,2+M,0)                                 (T〉 o)

N_Z(K,S,X,0,2+M,0)=0

N_Z(K,S,X,T,2+M,1)

=N_Z(K… 1,S,X-1,T-1,2+M,1)+N」 (K,S,X,1+M)                    (T〉 0)

N_Z(K,S,X,0,2+M,1)

=1/2*N」 (K,S,X,1+M)

と推 計 してい る (K≦ 2008の 場合 は「 =0,F=1そ れ ぞれ につ いて、使用す る式

を入れ 替 えた形 で推 計 してい る )。

また 、受 給 待 川1者 につ い て も被 保 険者 にお け る推 計方 法 と同様 で あ るが、

当年度 に係 る期 間 を加 算 しない よ うに推 計 を行 う。

N_ZE(K,S,X,T,0,0)

=(GI]Z(K,S,X,T)*N_ZE(K-1,S,X-1,T,0,0)+YO(K,S,X,T)

*(NτZ(K-1,S,X-1,T-1,0,0)+1/2))/GE(K,S,X,T)               (T〉 0)

N_ZE(K,S,X,0,0,0)=N_ZE(K-1,S,X-1,0,0,0)

N_ZE(K,S,X,T,],0)

=(GEZ(K,S,X,T)*N_ZE(K-1,S,X-1,T,1,0)+YO(K,S,X,T)

*(N_Z(K-1,S,X-1,T-1,1,0)+1/2*N」 (K,S,X,0)))/GE(K,S,X,T)

(T〉 0)

N_ZE(K,S,X,0,1,0)=N_ZE(K-1,S,X-1,0,1,0)

N_ZE(K,S,X,T,2+M,0)

=(GEZ(K,S,X,T)*N_ZE(K-1,S,X-1,T,2+M,0)

+YO(K,S,X,T)*N_Z(K一 l,S,X-1,T-1,2+M,0))/GE(K,S,X,T)      (T〉 0)

N_ZE(K,S,X,0,2+M,0)=N_ZE(K-1,S,X-1,0,2+M,0)

N_ZE(K,S,X,T,2+M,1)

=(GEZ(K,S,X,T)*NttZE(K-1,S,X-1,T,2+M,1)

+YO(K,S,X,T)*(N_Z(K-1,S,X-1,T-1,2+M,1)

+1/2*N」 (K,S,X,1+M)))/GE(K,S,X,T)                      (T〉 0)

N_ZE(K,S,X,0,2+M,1)=N_ZE(K-1,S,X-1,0,2+M,1)
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と推計 している。なお、免除期間の推計は被保険者の時 と同様に K≧ 2009の

時のものである。

また、死亡脱退者 については、

N_Yl(K,S,X,T,o,o)=N_Z(K-1,S,X-1,T二 1,0,0)+1/2                 (T〉 o)

N=Yl(K,S,X,0,0,0)=1/2

N_Yl(K,S,X,T,1,0)

=N_Z(K-1,S,X-1,T-1,1,0)+1/2*N」 (K,S,X,0)                    (T〉 0)

N_Yl(K,S,X,0,1,0)=1/2*N」 (K,S,X,0)      ′

N_Yl(K,S,X,T,2+M,0)=N_Z(K-1,S,X-1,T-1,2+M,0)                (T〉 0)

N_Yl(K,S,X,0,2+M,0)=0

N_Yl(K,S,X,T,2+M,1)

=N_Z(K-1,S,X-1,T-1,2+M,1)+1/2*N」 (K,S,X,1+M)               (T〉 0)

N_Yl(K,S,X,0,2+M,1)=1/2*N」 (K,S,X,1+M)

と推計 している。なお、免除期1間 の推計は被保険者の時 と同様に K≧ 2009の

時のものである。

(3)新規裁定年金の推計

(2)ま でにおいて、被保険者及び受給待期者の被保険者期間及び保険料

金額納付期間等の年金給付の算定基礎が推計 され るが、被保険者及び受給待

期者が年金受給の支給要件を満た した段階で、新規裁定年金の推計を行 うこ

ととなる。以下では、老齢年金、障害旬■金、遺族年金 について、それぞれ、

各年度末における新規裁定年金の推計方法について述べる。なお、新規裁定

者は全て新法年金を受給す るもの としている。

①老齢基礎年金

老齢年金は、国民年金の保険料未納期間を除 く公的年金制度の加入期l問

と外国に居住 していた期間等のいわゆるカラ期間を通算 して 25年 に満た

ない場合 (経過的に受給資格期間が短縮 されている場合は、短縮 された期l

間に満たなぃ場合)には、支給 されないことになっているが、国民年金の

財政計算においては、国民年金以外の加入期間等を通算 して 25年以 上と

なるか どうか判別できないため、25年 の受給資格要件の判定は行わず、年

齢が支給開始年齢に達 しているかのみ判定 して、新規裁定の推計を行つて

いる。

ここで、K:年度、Si被保険者種別 、X:年齢、T:被保険者期間、M:

保険料免除区分、F:国庫負担害1合 1/2引 き上げ前・後別、XX:受給開始

午齢 とし、
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変数

N_FNR(K,S,X,XX,0)

N_FNR(K,S,X,XX,1+M)

基礎 率

N_RIS(K,S,X)

RIG(K,S,X,XX)

国庫 負 担割 合 e年金 額 等

HW(M)

KW(F)

CAN(K,X)

ドIン 1(K)

基礎年金拠出金で賄われる老齢基礎年金総額

(新規裁定 )

特別国庫負担で賄われ る老齢基礎年金総額

(新規裁定 )

年度末における満 X歳の受給待期1者 の うち

老齢年金の裁定請求する者の吉」合

老齢基礎年金の繰 11減額率

多段階免除における保険料の納付害1合

(1か ら免除割合をり|い たもの )

基礎年金拠出金にかかる国庫負担害1合

加入可能年数

満額の基礎年金額

とす る。 まず 、基礎 年金拠 出金で賄 われ る旬1金 は

N_FNR(K,S,X,XX,0)

=Σ T(Illン 1(K)*RIG(K,S,X,XX)*N_ZE(K,S,X,T,1,0)/CAN(K,X)

*GI](K,S,X,T)*N_RIS(K,S,X))

+Σ TΣ ‖ΣF(I↑ lン 1(K)*RIG(K,S,X,XX)*N_ZE(K,S,X,T,2+M,11)

*HW(14)/CAN(K,X)*GE(K,S,X,T)*N_Iマ IS(K,S,X))

と推言十してい る。

次に、特別 |工lllll‐ 負担 で賄 われ る年金 は

N_FNR(K,S,X,XX,1+M)

=Σ TΣ F(FIン 1(K)*RIG(K,S,X,XX)*N_Zl](K,S,X,T,2+M,F)*KW(17)

*(1-HW(M))/CAN(K,X)*GE(K,S,X,T)*N_RIS(K,S,X))

と推計 してい る。

②20歳前障害基礎年金

(国 民年金法第 30条の 4に より裁定される障害基礎年金 )

K:年度、SE:性別、X:年齢、G:障害等級 とし、

変数

J(K,SE,X)     :総 人「コ

LRNS](K,SE,X,G) :20歳前障害基礎午金の受給権者数 (新規裁定)

N_FNSl(K,SE,X,G,0):20歳 前障害基礎年金基本年金総額 (新規裁定)

唯FNSl(K,SE,X,G,1):20歳 前障害基礎年金加算額総額 (新規裁定)

基礎率
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